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「体罰根絶全国共通ルールの制定について(通知)」の周知について 

 

本案件については､平成２６年５月２０日の全国高体連理事会での決定を受け、平成

２６年５月２２日付高体連第１６９号にて、各校長あてにすでに通知したところです

が、本日、改めてその一部を配付させていただきました。 

体罰根絶全国共通ルールの内容ですが、監督・コーチ・顧問教諭・外部指導者等が

運動部活動指導において体罰を行った場合、県教育委員会又は各学校の指導処置が確

定後、高体連主催大会に１年間出場できなくなるとともに、高体連の役職を辞退して

いただくというものです。また、ルール適用の具体的な手続きですが、体罰事案が発

生した場合、埼玉県教育委員会に報告し指導処置が確定した段階で、別紙報告書によ

り、各校長先生から埼玉県高等学校体育連盟事務局までご報告いただくこととなって

います。本ルールの施行日は、平成２６年７月１日からとなります。 

 つきましては、本ルール制定の趣旨を御理解の上、「体罰根絶全国共通ルール」の内

容について各学校の運動部活動指導者に周知していただき、運動部活動において適切

な指導がなされますよう、改めて御配意お願いいたします。 

なお、５月２２日の通知では、本日配付した資料のほか、全国高体連が作成した「各

加盟校の校長先生方へ」「運動部活動活動者の皆様へ」「『体罰根絶全国共通ルール』に

関するＱ＆Ａ」も配付させていただいております。そのうち、Ｑ＆Ａについては、全

国高体連から追加版が出されており、今後とも随時、埼玉県高等学校体育連盟ホーム

ページに掲載してまいりますので、ご活用くださるようお願いいたします。 
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